
  

＜報道発表資料＞ 

（経済同時） 

令和８年２月２４日 

市民生活と観光の調和推進プロジェクトチーム 

京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

(公社)京都市観光協会企画推進課 

 

ツーリストシップの周知をはじめとする 

“相手に届く”観光マナー啓発の実施 

～観光マナー啓発・散乱ごみ対策～ 

 

 京都市及び（公社）京都市観光協会では、関係機関との連携の下、市民生活と調和・両

立した、持続可能な京都観光の実現に向けた取組を進めています。 

 京都市に多くの観光客の来訪が見込まれる春の観光シーズンに、観光マナーに関して、

「ツーリストシップ」（※）という言葉を活用し、“相手に届く”周知・啓発を実施します。 

 

※ 京都を拠点とする一般社団法人ツーリストシップが提唱する言葉で、旅先に配慮・貢

献しながら交流を楽しむ姿勢やその行動を指す。「京都観光行動基準」（京都観光モラ

ル）で観光客向けに示している理念と同一の趣旨。 

 

【京都市広報板を活用した啓発】 継続 

 3 月 1 日（日）から 3 月 15 日（日）までの間、市内に約 7,300 か所設置されている京都

市広報板に「TOURISTSHIP」（ツーリストシップ）を用いた「MIND YOUR MANNERS」

のポスターを掲示し、市内を歩く観光客へマナー啓発を行います。 

 
  



  

【観光事業者向けマナー啓発フレーズ集の発行】 新規 

１ 概要 

  外国人観光客と接する事業者が、地域や店舗のルールなど、観光マナーを伝える際の

一言をまとめたフレーズ集について、令和６年度に発行した英語版に続き、中国語版を

発行します。 

 

２ 配布場所 

  令和８年２月２４日（火）から（公社）京都市観光協会で配布します。 

  なお、ダウンロード用にＰＤＦデータも公表していますので、御利用ください。 

  ＰＤＦデータ ⇒https://www.kyokanko.or.jp/news/20260224_3 

 

 

  
  表面（使い方・必須フレーズについて）     裏面（マナー啓発フレーズ） 

 

【地域別の取組（地域と連携した取組等）】 一部新規 

１ 東山地域 

 ⑴ 桝屋町親交会による啓発活動 

   令和７年秋に引き続き、維新の道と二年坂の交差点にマナー啓発員を配置します。 

（本市の補助制度を活用。令和７年１０月２７日（月）以降、通年配置中。） 

 

 ⑵ 古都に燃える会による啓発活動 

   観光マナー啓発ポスターを作成し、観光客に配布します。（本市の補助制度を活用。

３月上旬から実施。） 

      
        マナー啓発員（⑴関連）     観光マナー啓発ポスター（⑵関連）  

https://www.kyokanko.or.jp/news/20260224_3


  

２ 祇園地域 

 ⑴ 観光マナー啓発員の配置 

   「祇園町南側地区からのメッセージ」（令和５年１２月）を踏まえて、花見小路通

において観光客に対して観光マナー啓発を行う啓発員を配置します。（２月１３日

（金）から当面の間（４月以降については令和８年度予算が議決された場合に実施）） 

 

 ⑵ 祇園町南側地区協議会による啓発活動 

   令和７年秋に引き続き、祇園町南側地区協議会が京都女子大学、龍谷大学と連携し、

観光マナー啓発活動を実施します。（啓発物作成に本市の補助制度を活用。啓発活動

は 3 月下旬に実施予定。） 

   また、本啓発活動では、外国人観光客に対して適切な啓発活動が行えるよう、京都

市認定通訳ガイド（京都市ビジターズホスト）による多言語での啓発活動を試行実施

します。 

 

     
        マナー啓発員（⑴関連）        啓発物（⑵関連） 

 

３ 嵐山地域 

 ・ 嵐山保勝会による啓発活動 

広域観光案内・嵐山地域ごみ箱マップをリニューアルします。（本市の補助制度を

活用。３月中旬頃から配布予定。） 

 

 
             広域観光案内・嵐山地域ごみ箱マップ 

  



  

４ 伏見地域 

 ⑴ 伏見稲荷周辺の住みよいまちづくり推進協議会による啓発活動 

   観光客の歩行マナーの指導やポイ捨て禁止等の観光マナー啓発を兼ねた清掃活動を

実施します。（本市の補助制度を活用。通年・週３回実施中。） 

 

 ⑵ 淀観光協会による啓発活動 

   市内中心部から程近く、早咲きで見ごろの長い河津桜の花見に、例年多くの観光客

が訪れることから、桜の開花シーズンに合わせ、観光マナー啓発用の手持ち啓発 POP

を作成します。（本市の補助制度を活用。３月中旬から啓発活動実施。） 

 

  
 観光マナー啓発活動：伏見稲荷周辺（⑴関連）   淀の河津桜（⑵関連） 

 

【ＳＮＳを活用した情報発信】 継続 

 京都に来訪する観光客をターゲット設定したデジタル広告（Facebook・Instagram）を

実施し、観光マナー啓発を行います。（2 月２４日（火）から実施予定。） 

 

外国人観光客向け 日本人観光客向け 

  
「MIND YOUR MANNERS」紹介動画 「京都まちけっと」主要イラスト 

 

  



  

【機内誌を活用した観光マナー啓発】 新規 

 ANA グループの機内誌「翼の王国」（３月号）に、大徳寺大慈院の「セルフメンテナン

ス＆ゆる坐禅」プランの紹介記事とともに、日本人観光客向けの観光マナー啓発コンテン

ツである「京都まちけっと」のコラムを掲載します。 

旅行者が互いに気持ちよく過ごすための心得として「京都まちけっと」を紹介し、撮影

による道路の占有や食べ歩き、広がって歩くなど、観光客が「ついつい」やってしまう行

動を控えるよう促します。 

 
「翼の王国」（３月号）から抜粋 

  



  

【日本政府観光局や国内ツアーオペレーター事業者等と連携した周知】 継続 

１ 概要 

  日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の本部及び海外事務所（※１）を通じて、現地旅行会社

に対し、観光マナーの理解・遵守や、同社の顧客（旅行者）に京都観光におけるマナー

等を周知します。 

  また、国内のツアーオペレーター事業者等（※２）に対し、同事業者が手配するガイ

ドや、当該ガイドから旅行者に京都観光におけるマナー等を周知いただくよう要請文を

発出します。（いずれも 2 月下旬から順次実施予定。） 

 

 ※１ 令和 7 年秋は、ＪＮＴＯ本部及び海外の１４拠点と連携して情報発信。 

 ※２ 京都府知事が認定した旅行サービス手配業者、旅行業者（第２種、第３種、地域

限定等）に加えて、国内のツアーオペレーター団体等 

 

２ 主な周知・要請内容 

 ○ 現地旅行会社による観光マナーの理解及び遵守に関すること 

 ○ 道路交通の支障とならないよう、ツアー客を道路上で長時間待機させない、道をふ

さがせないようにすること 

 ○ 駐停車禁止場所で観光バスを待機させないこと 

 ○ 旅行者に対して、本市作成の啓発媒体を適宜活用しながら、無断での写真撮影、道

をふさぐ行為、路上喫煙、私有地への侵入、ゴミのポイ捨て、嵐山地域をはじめとす

る竹林の竹を傷つける行為等の迷惑行為を控えること 

 ○ 「白タク」は違法であり、危険であること 

 

  
  竹を傷つける行為への注意：英語   「白タク」に関する注意：中国語（簡体字） 

 

  

检查车牌颜色！

＜合法＞＜非法＞

牌照

*例外情况是，白色车牌的车辆可在挡风玻璃
等显眼处显示“共享乘车”字样，或者在车
辆两侧显示“收费载客车辆”字样。



  

【通年実施している取組】 

１ 中国人観光客向けの情報発信 

  京都観光を企画される中国の方向けに、中国国内でよく利用されている Weibo（微

博）、Wechat（微信）及び RED（小紅書）にて、京都の観光情報と合わせて、来訪前

に知っていただきたい観光マナーなどの情報を発信しています。 

 
 

 

２ 関西国際空港リムジンバスでの啓発物の配架 

  京阪バス株式会社と連携し、関西国際空港リムジンバスの車内座席ポケットに、

「MIND YOUR MANNERS」、「京都まちけっと」のチラシを配架し、関西国際空港か

らリムジンバスで京都に来られる観光客へのマナー啓発を行っています。 

 

配架チラシ（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

３ ＪＲ京都駅中央口「駅ビルビジョン」を活用した情報発信 

  朝観光・夜観光、「とっておきの京都」等の分散化の取組や、京都ならではの伝統文

化体験など、京都観光モラルに関する情報を観光客向けに発信・紹介しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ デジタルサイネージを活用した情報発信 

 地下鉄京都駅・烏丸御池駅や京都ポルタ、ＪＲ西日本等の駅構内のデジタルサイネージ、

京都駅前バスのりばの大型モニター式バス案内表示器等で「MIND YOUR MANNERS」や

「京都「手ぶら観光」のススメ」等を掲出し、観光マナー啓発を行っています。 

 

  
       地下鉄京都駅       「ツーリストシップ」に関する掲出イメージ 

  



  

＜本件に関するお問合せ＞ 

 京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室  

 電話：０７５－７４６－２２５５ 

 

 公益社団法人 京都市観光協会（DMO KYOTO） 

 企画推進課 電話：０７５－２１３－００７１ 

 

【参考１】市民生活と観光の調和・両立の推進（令和８年春の取組） 

 以下専用ページ内で、既に報道発表済みの取組をまとめて紹介しております。 

ＵＲＬ：https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000349813.html 

二次元コード：  

 

【参考２】宿泊税の使途に係る動画 

 宿泊税は、観光課題対策にも活用しております。以下専用ページ内で宿泊税の使途を

動画でも紹介しておりますので、併せて御覧ください。 

ＵＲＬ：https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000344567.html 

二次元コード： 

 

 

 

 

 


